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※駐在所への直
通の電話は廃止
になりました

令和６年３月中志賀島管内
事件事故発生状況

※（ ）内は前年同月比

侵入盗（空き巣等） ０件（±０件）

置引き ０件（±０件）

車上狙い ０件（±０件）

万引き ０件（±０件）

乗り物盗 ０件（－１件）

詐欺 ０件（±０件）

暴行等 ０件（±０件）

強制わいせつ ０件（±０件）

ケガのある交通事故 ０件（－１件）

見出しにもあるように交通死亡事故が増加しております。
暖かくなり、志賀島も交通量が増えていますので、道を

渡る際は、必ず車がいないことを確認し、できる限り横断
歩道を渡るようにしましょう。

また、外壁修理業者の営業が志賀島に来て住民の方と少し
トラブルがありました。
その業者の方は適正な営業をされていましたが、中には

無料点検という言葉を使い、点検中、故意に屋根を傷つけ
て修理代を請求する悪徳業者も確認されています。
断っても帰らない営業等がいましたらすぐに警察まで通

報してください。

東署管内本年３件目
の死亡事故

発生時間：令和６年４月１０日（水）午前５時１０分ころ
場所 ：福岡市東区名島三丁目交差点（都市高速下）
状況 ：左折中の普通乗用車と自転車が衝突

※ 本年同交差点における死亡事故は２件目です。

自転車は車両です。自転車安全利用五則等の交通ルールを守りましょう

① 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

② 交差点では信号と一時停止を守って、
安全確認

③ 夜間はライトを点灯 ④ 飲酒運転は禁止 ⑤ ヘルメットを着用 万が一、交通事故
に遭ったときのあ
なたの大切な命を
守るため、ヘル
メットを着用しま
しょう。

運転手の皆さんへ
〇 交差点内での右左折時には確実に巻き込みないよう確認を行い、歩
行者や自転車に注意しましょう。
自転車を利用する皆さんへ
〇 明るい服の着用と反射材を活用しましょう。
〇 自転車に乗車する際は確実にヘルメットを着用しましょう。


